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第１章 総則

(趣旨)

第１条 この告示は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成２７年法

律第５３号。以下「法」という。)、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法

律施行令(平成２８年政令第８号)及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する

法律施行規則(平成２８年国土交通省令第５号。以下「省令」という。)に定めるも

ののほか、届出、認定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第２条 この告示で使用する用語は、法、省令、建築物エネルギー消費性能基準等を

定める省令(平成２８年経済産業省令・国土交通省令第１号)、建築物エネルギー消

費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項(平成２８年国土交通省

告示第２６５号)及び住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準

及び一次エネルギー消費量に関する基準(平成２８年国土交通省告示第２６６号)に

おいて使用する用語の例による。

第２章 建築物エネルギー消費性能適合性判定等

(書類の審査)

第３条 市長は、建築物エネルギー消費性能確保計画(以下「確保計画」という。)の



提出又は通知(法第１２条第２項又は法第１３条第３項の規定により計画を変更す

る場合を含む。)の内容について疑義がある場合は、必要に応じて提出者等に説明を

求め、誤りがある場合は訂正を求めるものとする。

(軽微な変更)

第４条 確保計画の提出又は通知により、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受

けた建築主(以下「適合判定建築主」という。)が、当該計画の軽微な変更をしよう

とするときは、建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更届(様式第１号)２

通に、それぞれ変更部分を示す図書を添えて、市長に提出するものとする。ただし、

軽微な変更が、建築物のエネルギー消費性能に係る計算により、建築物エネルギー

消費性能基準に適合することが明らかな変更(確保計画の根本的な変更を除く。）の

場合は、軽微変更該当証明申請書(様式第２号)２通に、それぞれ変更部分を示す図

書を添えて、市長に提出するものとする。

２ 市長は、前項ただし書の規定による申請があったときは、証明を求められた内容

について軽微な変更であることが確認できたものについて、適合判定建築主に省令

第１１条の規定による軽微変更該当証明書(様式第３号)を交付するものとする。

３ 適合判定建築主は、確保計画の軽微な変更を行ったときは、建築基準法(昭和２５

年法律第２０１号)第７条第１項の規定による検査の申請書に、建築物エネルギー消

費性能確保計画の軽微な変更説明書(様式第４号)を添えるものとする。

(確保計画の提出等の取下げ)

第５条 確保計画の提出者又は通知者が、当該提出又は通知を取り下げようとすると

きは、建築物エネルギー消費性能確保計画の取下届(様式第５号)２通を市長に提出

するものとする。

(報告の徴収)

第６条 建築主等は、法第１７条第１項の規定に基づき、建築物エネルギー消費性能

基準への適合に関する事項について報告を求められた場合は、特定建築物の建築物

消費性能基準への適合に関する報告書(様式第６号)に報告内容を説明するための図

書を添えて市長へ報告するものとする。

(建築主等に対する命令等)



第７条 法第１４条第１項の規定による建築主に対する基準適合命令は、基準適合命

令書(様式第７号)によるものとする。

２ 法第１４条第２項の規定による国等の機関の長に対する基準適合要請は、基準適

合要請書(様式第８号)によるものとする。

３ 法第１６条第１項の規定による提出者に対する指示は、建築物エネルギー消費性

能確保計画の指示書(様式第９号)によるものとする。

４ 法第１６条第２項の規定による提出者に対する命令は、建築物エネルギー消費性

能確保計画の命令書(様式第１０号)によるものとする。

５ 法第１６条第３項の規定による国等の機関の長に対する協議は、建築物エネルギ

ー消費性能確保計画の協議書(様式第１１号)によるものとする。

第３章 建築物の建築に関する届出等

(市長が必要と認める図書)

第８条 省令第１２条第１項の市長が必要と認める図書は、次に掲げる図書とする。

(１) 省令第１３条の２第１項の評価を受けた場合にあっては、当該評価書の写し

(２) その他市長が必要と認める図書

(市長が不要と認める図書)

第９条 省令第１２条第４項の市長が不要と認める図書は、次に掲げる図書とする。

(１) 前項(１)を添付する場合(外皮基準のみに適合する建築物である旨の評価書に

限る)にあっては、省令第１２条第１項の表(い)項のうち、仕様書、各階詳細図及

び各種計算書

(２) 前項(１)を添付する場合(一次エネルギー基準のみに適合する建築物である旨

の評価書に限る)にあっては、省令第１２条第１項の表(ろ)項及び(は)項に掲げる

図書

(書類の審査)

第１０条 市長は、建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関す

る計画(以下「構造等計画」という。)の届出又は通知(法第１９条第１項後段又は第

２０条第２項後段の規定により計画を変更する場合を含む。)の内容について疑義が

ある場合は、必要に応じて提出者等(第３条第５号の設計住宅性能評価書の写し及び



同条第６号の評価書の写しが添付されている場合は当該書類を交付した機関等を含

む。)に説明を求め、誤りがある場合は訂正を求めるものとする。

(軽微な変更)

第１１条 構造等計画の届出者又は通知者は、計画の軽微な変更をしようとするとき

は、建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画の軽微

な変更届(様式第１２号)２通に、それぞれ変更部分を示す図書を添えて、市長に提

出するものとする。

(計画の届出等の取下げ)

第１２条 構造等計画の届出者又は通知者は、当該届出又は通知を取り下げるときは、

建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画の取下届(

様式第１３号)２通を市長に提出するものとする。

(報告)

第１３条 建築主等は、法第２１条第１項の規定に基づき、建築物エネルギー消費性

能基準への適合に関する事項について報告を求められた場合は、建築物の建築物エ

ネルギー消費性能基準への適合に関する報告書(様式第３１４号)に報告内容を説明

するための図書を添えて市長へ報告するものとする。

(建築主等に対する指示等)

第１４条 法第１９条第２項の規定による届出者に対する指示は、建築物のエネルギ

ー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画の指示書(様式第１５号)によ

るものとする。

２ 法第１９条第３項の規定による届出者に対する命令は、建築物のエネルギー消費

性能の確保のための構造及び設備に関する計画の命令書(様式第１６号)によるもの

とする。

３ 法第２０条第３項の規定による国等の機関の長に対する協議は、建築物エネルギ

ー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画の協議書(様式第１７号)によ

るものとする。

第４章 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等

(審査機関による技術的審査を活用する範囲)



第１５条 法第３５条第１項の規定に基づく認定基準のうち、登録建築物エネルギー

消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関(以下「審査機関」という。)による技

術的審査を活用する範囲については、次のとおりとする。

(１) 建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべき基準

(法第３５条第１項第１号関係)

(２) 基本方針との照合(法第３５条第１項第２号関係)

(３) 資金計画(法第３５条第１項第３号関係)

(認定の申請)

第１６条 認定申請をしようとする者は、申請書の正本及び副本に、それぞれ省令第

２３条第１項の表に掲げる図書及び次条各号に掲げる図書等を添えて、市長に提出

しなければならない。

(市長が必要と認める図書)

第１７条 省令第２３条第１項の市長が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。

(１) 審査機関に建築物エネルギー消費性能向上計画(以下「向上計画」という。)

に係る技術的審査を依頼し、当該審査機関から適合証の交付を受けている場合に

あっては、当該適合証

(２) 登録住宅性能評価機関から品確法第６条第１項に規定する設計住宅性能評価

書(日本住宅性能表示基準に規定する断熱等性能等級が等級５、６又は７であり、

かつ、一次エネルギー消費量等級が等級６(令和４年１０月１日時点で現に存する

建築物の部分については断熱等性能等級が等級４、５、６又は７及び一次エネル

ギー消費性能等級が等級４、５又は６)に適合していることとする。以下「設計住

宅性能評価書」という。)の交付を受けている場合にあっては、当該設計住宅性能

評価書の写し

(３) 向上計画に係る建築物が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定め

る建築士法(昭和２５年法律第２０２号)第２条第１項に規定する建築士が建築基

準法(昭和２５年法律第２０１号)に抵触していないことを確認した旨を記載した

省令第２３条第１項の表に掲げる設計内容説明書

ア 当該建築物が建築士法第３条第１項各号に掲げるものである場合 同法第



２条第２項に規定する一級建築士(以下「一級建築士」という。)

イ 当該建築物が建築士法第３条の２第１項各号に掲げるもの又は同条第３項

の規定により区域若しくは用途を限り、同条第１項各号に規定する延べ面積を

別に定めた条例の規定に該当するものである場合 一級建築士又は同法第２

条第３項に規定する二級建築士(以下「二級建築士」という。)

ウ 当該建築物がア又はイに掲げるもの以外のものである場合 一級建築士、二

級建築士又は建築士法第２条第４項に規定する木造建築士

(４) 向上計画が建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替又は建築物への空気調

和設備等の設置若しくは建築物に設けた空気調和設備等の改修(以下「増築等」と

いう。)に係るものである場合にあっては、当該建築物(当該増築等に係る部分以

外の当該建築物の部分に限る。)に係る建築基準法第７条第５項の検査済証(以下

「検査済証」という。)の写しその他の同法第６条第１項に規定する建築基準法令

の規定に適合していることを証する書類又はその写し

(５) その他市長が必要と認める図書

２ 第１項第１号の適合証及び同項第２号の設計住宅性能評価書の添付図面は、審査

機関の押印がなされているものでなければならない。

(構造計算適合性判定)

第１８条 認定申請をしようとする者は、法第３５条第２項の規定により建築基準適

合審査の申出をする場合において、その申出に係る建築物が建築基準法第６条の３

第１項の構造計算適合性判定を要するものである場合は、同法第７７条の３５の５

の指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定を受けなければならない

。

(変更認定の申請)

第１９条 変更認定申請をしようとする者は、省令第２７条の申請書の正本及び副本

に、それぞれ第１２条各号に掲げる図書のうち変更に係るものを添えて、市長に提

出しなければならない。

(変更認定申請の構造計算適合性判定)

第２０条 第１８条の規定は、変更認定申請に併せて法第３６条第２項において準用



する法第３５条第２項の規定により建築基準適合審査の申出をする場合について準

用する。

(書類の審査)

第２１条 市長は、認定申請(変更認定申請を含む。次項において同じ。)の内容につ

いて疑義がある場合は、当該申請をした者(申請書に第１７条第１項第１号の適合証

又は同項第２号の設計住宅性能評価書の写しが添付されている場合にあっては、当

該申請をした者又は当該適合証等を交付した審査機関)に対し説明を、誤りがある場

合は当該申請をした者に対し訂正を求めることができる。

２ 市長は、認定申請の内容に虚偽があると認められる場合又は当該申請をした者が

前項の請求に応じなかった場合は、法第３５条第１項の認定(第１９条第１項の規定

による申請の場合にあっては、法第３６条第１項の変更の認定)をしないものとし、

当該申請をした者に対し、その旨を、認定しない旨の通知書(様式第１８号)により

通知するものとする。

(軽微な変更)

第２２条 認定建築主は、向上計画の軽微な変更をしようとするときは、建築物エネ

ルギー消費性能向上計画の軽微な変更届(様式第１９号)２通に、それぞれ変更部分

を示す図書を添えて、市長に提出するものとする。

(向上計画の認定の取下げ)

第２３条 向上計画の申請者は、当該申請を取り下げるときは、建築物エネルギー消

費性能向上計画の取下届(様式第２０号)２通を市長に提出するものとする。

(認定向上計画に基づく建築物の新築等の取りやめ)

第２４条 認定建築主は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画(以下「認定向上計

画」という。)に基づく建築物の新築等を取りやめようとするときは、認定建築物エ

ネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の新築等を取りやめる旨の申出書(様式

第２１号)２通に、省令別記様式第３４による認定通知書(法第３６条に規定する計

画の変更の認定を受けた場合にあっては、省令別記様式第３６による変更認定通知

書)を添えて市長に提出するものとする。

(報告)



第２５条 認定建築主は、認定向上計画に基づく建築物の新築等の工事が完了したと

きは、法第３７条の規定に基づき、速やかに認定建築物エネルギー消費性能向上計

画に基づく建築物の新築等が完了した旨の報告書(様式第２２号)に、必要に応じ、

次に掲げる図書を添えて、市長に報告するものとする。

(１) 建築士法第２０条第３項に規定する工事監理報告書の写し

(２) 建築基準法第７条第５項又は第７条の２第５項に規定する検査済証の写し

(同法の確認申請を行った場合に限る。)

(３) その他市長が必要と認める図書

２ 認定建築主が認定向上計画に基づく建築物又は当該建築物の部分を譲受人に譲り

渡した場合は、譲渡人又は譲受人は、法第３７条の規定に基づき、単独で又は共同

して認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の新築等に関する報告

書(様式第２３号)に名義を変更したことを証する書面を添えて、市長に報告するも

のとする。

３ 認定建築主は、市長から前２項以外の報告を求められた場合は、法第３７条の規

定に基づき、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の新築等に関

する報告書に報告内容を説明するための図書を添えて、市長に報告するものとする。

(認定建築主に対する命令)

第２６条 法第３８条の規定による認定建築主に対する命令は、改善命令書(様式第２

４号)によるものとする。

(認定の取消しの通知)

第２７条 市長は、法第３９条の規定により、法第３５条第１項(法第３６条第２項に

おいて準用する場合を含む。)の認定を取り消したときは、当該認定建築主であった

者に対し、認定建築物エネルギー消費性能向上計画の認定取消通知書(様式第１４２

５号)により通知するものとする。

２ 第２４条の規定により、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物

の新築等を取りやめる旨の申出書が届け出られた場合には、法第３５条第１項(法第

３６条第２項において準用する場合を含む。)の認定を取り消すこととし、認定建築

物エネルギー消費性能向上計画の認定取消通知書(様式第２６号)により通知するも



のとする。

(認定の証明)

第２８条 認定建築主は、法第３５条第１項の認定又は法第３６条の変更の認定を受

けていることの証明書の交付を市長に申請することができる。

２ 認定建築主は、前項の規定による申請をするときは、証明願(様式第２７号)に、

次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(１) 国又は地方公共団体が発行した免許証、許可証等で身分を確認することがで

きるもの又は身分証明書の写し

(２) その他市長が必要と認める図書

第５章 建築物のエネルギー消費性能に係る認定等

(認定の申請)

第２９条 認定申請をしようとする者は、申請書の正本及び副本に、それぞれ省令第

１条第１項の表に掲げる図書及び次条各号に掲げる図書等を添えて、市長に提出し

なければならない。

(市長が必要と認める図書)

第３０条 省令第３０条第１項の市長が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。

(１) 審査機関に建築物エネルギー消費性能基準に係る技術的審査を依頼し、当該

審査機関から適合証の交付を受けている場合にあっては、当該適合証

(２) 法第３５条の規定に基づく性能向上計画認定の通知を受け、性能向上計画認

定通知書が交付された場合にあっては、当該性能向上計画認定通知書の写し及び

検査済証の写し

(３) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成２４年法律第８４号)第５４条の規

定に基づく認定の通知を受け、認定通知書が交付された場合にあっては、当該認

定通知書の写し及び検査済証の写し

(４) 登録住宅性能評価機関から品確法第６条第３項に規定する建設住宅性能評価

書(日本住宅性能表示基準に規定する断熱等性能等級が等級４、５、６又は７であ

り、かつ、一次エネルギー消費量等級が等級４、５又は６(平成２８年４月１日時

点で現に存する建築物の部分については等級３を含む。)に適合していることとす



る。以下「建設住宅性能評価書」という。)の交付を受けている場合にあっては、

当該建設住宅性能評価書の写し

(５) 当該建築物が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める建築士法

第２条第１項に規定する建築士が建築基準法に抵触していないこと及び申請書や

添付図書に記載の事項が建築物の構造や設備の現況と相違ないものであることを

確認した旨を記載した省令第１条第１項の表に掲げる設計内容説明書

ア 当該建築物が建築士法第３条第１項各号に掲げるものである場合 一級建

築士

イ 当該建築物が建築士法第３条の２第１項各号に掲げるもの又は同条第３項

の規定により区域若しくは用途を限り、同条第１項各号に規定する延べ面積を

別に定めた条例の規定に該当するものである場合 一級建築士又は二級建築

士

ウ 当該建築物がア又はイに掲げるもの以外のものである場合 一級建築士、二

級建築士又は建築士法第２条第４項に規定する木造建築士

(６) その他市長が必要と認める図書

２ 前項第１号の適合証及び同項第４号の建設住宅性能評価書の添付図面は、審査機

関の押印がなされているものでなければならない。

(書類の審査)

第３１条 市長は、認定申請の内容について疑義がある場合は、当該申請をした者(

申請書に第３０条第１項第１号に規定する適合証又は同項第４号の建設住宅性能評

価書の写しが添付されている場合にあっては、当該申請をした者又は当該適合証等

を交付した審査機関)に対し説明を、誤りがある場合は当該申請をした者に対し訂正

を求めることができる。

２ 市長は、認定申請の内容に虚偽があると認められる場合又は当該申請をした者が

前項の規定による請求に応じなかった場合は、法第４１条第２項の認定をしないも

のとし、当該申請をした者に対し、その旨を、認定しない旨の通知書(様式第２８号

)により通知するものとする。

(基準適合の認定申請の取下げ)



第３２条 認定申請をした者は、当該申請を取り下げるときは、建築物エネルギー消

費性能に係る認定申請取下届(様式第２９号)２通を市長に提出するものとする。

(報告)

第３３条 法第４１条第２項の認定を受けた者が基準適合認定建築物又は当該建築物

の部分を譲受人に譲り渡した場合は、譲渡人又は譲受人は、法第４３条第１項の規

定に基づき、単独で又は共同して基準適合認定建築物の建築物エネルギー消費性能

基準に関する報告書(様式第３０号)に名義を変更したことを証する書面を添えて、

市長に報告するものとする。

２ 法第４１条第２項の認定を受けた者は、基準適合認定建築物の建築物エネルギー

消費性能基準への適合に関する事項について、市長から前項以外の報告を求められ

た場合には、基準適合認定建築物の建築物エネルギー消費性能基準に関する報告書(

様式第３０号)に報告内容を説明するための図書を添えて、市長に報告するものとす

る。

(認定の取消しの申出)

第３４条 法第４１条第２項の認定を受けた者は、基準適合認定建築物が建築物エネ

ルギー消費性能基準に適合しなくなった場合は、建築物エネルギー消費性能に係る

認定取下届(様式第３１号)に省令別記様式第３８による認定通知書を添えて、速や

かに市長に届け出るものとする。

(認定の取消しの通知)

第３５条 市長は、法第４２条の規定により法第４１条第２項の認定を取り消したと

きは、当該認定を受けていた者に対し、基準適合認定建築物の認定取消通知書(様式

第３２号)により通知するものとする。

２ 前条の規定により、建築物エネルギー消費性能に係る認定取下届の提出があった

場合には、法第４１条第２項の認定を取り消すこととし、基準適合認定建築物の認

定取消通知書(様式第３３号)により通知するものとする。

(認定の証明)

第３６条 法第４１条第２項の認定を受けた者は、当該認定を受けていることの証明

書の交付を市長に申請することができる。



２ 基準適合の認定を受けた者は、前項の規定による申請をするときは、証明願(様式

第３４号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(１) 国又は地方公共団体が発行した免許証、許可証等で身分を確認することがで

きるもの又は身分証明書の写し

(２) その他市長が必要と認める図書

第６章 その他

(その他)

第３７条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、公表の日から施行する。

附 則

この告示は、公表の日から施行する。

附 則

(施行期日)

１ この告示は、令和３年４月１日から施行する。

(経過措置)

２ この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている

書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

附 則(令和４年９月３０日告示第 号)

この告示は、令和４年１０月１日から施行する。


